
地球温暖化対策推進法の構造

国の責務

関係施策における排出抑制等の配意

自ら出す温室効果ガスの排出抑制等

地方公共団体、事業者、国民の取組の支援

政策向上のための調査研究

国際協力

環境監視。排出抑制、吸収作用の保全強化のための総合的施策の推進

定義：６種の温室効果ガスを対象。各ガスの地球温暖化係数を乗じて合算して総排出量を算定。

　　　基本方針(閣議決定)  ・基本的方向 ・各主体の講ずべき措置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　・事業者の計画 ・その他

排出抑制等に資する施策
の実施に関する協力要請
(環境庁→各省庁)

　地方公共団体
　　の責務
①自ら排出する温室効果ガスの
  排出抑制等　
②区域の住民、事業者の活動の
  促進のための情報提供等
③その他の自然的、社会的条件
  に応じた措置

　　事業者の
　　　責務
①自ら排出する温室効果ガスの
　排出抑制等
②製品改良・国際協力等他の者
　の取組への寄与
③国、自治体の施策への協力

　　　　　　　　

国が指定する地球温暖化
防止活動推進センター

・研究・研修　　

　・製品情報提供　等

都道府県の地球温
暖化防止活動推進
員・地球温暖化防
止活動推進ｾﾝﾀｰ　
・普及啓発 ・広報
・助言 ・研修等　

国民の
責務

①日常生活に関する排出抑制
②国、自治体の施策への協力

　　　　　　　　　　

相当量の排出
量の事業者の上記
①，②についての
      計画　　　

（努力）

計画の公表（努力）

実施状況の公表(努力)

地方公共団体
が自ら出す温室効果
ガスの排出抑制等の

ための実行計画
(義務)

環境庁、その他各省庁が
講ずる施策　　

国が自ら出す温室
効果ガスの排出抑
制等のための実行

計画
（義務）

計画の公表（義務）

実施状況の公表
（義務）

計画の公表（義務）

実施状況の公表(義務)

日本全体の総排出量の公表

地方公共団体の
施策　　　　　

事業者の実際の
取組　　　　　

国民の環境に
やさしい行動

目的：
この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候変動に関する
国際連合枠組条約及び気候変動に関する国際連合枠組条約第三回締約国会議の経過を踏まえ、気
候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度
を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、すべての者が自主的かつ積極
的にこの課題に取り組むことが重要であることにかんがみ、地球温暖化対策に関し、国､地方公共
団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策に関する基本方針を定める
こと等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の
確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
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